
　介護サービス・介護予防サービスともに、個人の心身の状態に合わせたケアプラン・介護予
防ケアプランを作り、それにもとづいてサービスを利用します。
　ケアプラン、介護予防ケアプランの相談・作成は全額を介護保険が負担しますので、利用者
負担はありません。

ケアプラン・介護予防
ケアプランを作成します

どんな介護や支援が必要か確認しましょう
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　依頼する居宅介護支援事業者を選び、決まった
ら指宿市に「ケアプラン作成依頼届出書」を提出
します。その後、居宅介護支援事業者のケアマネ
ジャーが利用者と面接して、問題点や課題を把握
し、家族やサービス事業者を含めた話し合いを
行って、ケアプランを作成してもらいます。

ケアプランの作成を依頼
　介護保険サービスを提供する事業者と
契約します。

サービス事業者と契約

　入所した施設のケアマネジャーに、ケ
アプランを作成してもらいます。

ケアプランの作成
　入所を希望する施設に、直接申し
込みます。施設は、居宅介護支援事
業者などに紹介してもらうこともで
きます。

介護保険施設と契約

※一定期間ごとに効果を評価し、必要な場合には、介護予防ケアプラ
ンを見直します

ケアプランにもとづいたサービスを利用します。

ケアプランにもとづいたサービスを利用します。

介護予防ケアプランにもとづいたサービスを利用します。

介護保険の在宅サービスを利用

介護保険の施設サービスを利用

■居宅介護支援事業者とは
　都道府県などの指定を受け、ケアマネジャーを配置している事業
者です。要介護認定申請の代行やケアプランの作成を依頼するとき
の窓口となり、サービス提供機関と連絡・調整をします。

■ケアマネジャー（介護支援専門員）とは
　介護の知識を幅広く持った専門家で、介護保険サービスの利用にあたり次のような役割を担っています。

●利用者や家族の相談に応じアドバイスします。
●利用者の希望に沿ったケアプランを作成します。

●サービス事業者との連絡や調整をします。
●施設入所を希望する人に適切な施設を紹介します。

※申請を代行できる事業者は厚生労働省令で定められています
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ます。

アセスメント
　サービスの種類や回数を決定し、介護
予防ケアプランを作成してもらいます。

介護予防ケアプランの作成

アセスメント地域包括支援センター
介護予防サービスを利用
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